


 

１ 沿道影響を最小とする形状選定 

１.１ 検討概要 

１.１.１  検討目的 

国道 15 号～首都高速 1 号線における形状の精査を行い、用地内にて主要な構造を構築することを確

認する。 

１.１.２  検討対象区間 

 

１.１.３  検討内容 
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１.３ 既往成果の検討状況 

１.３.１  中間③ＩＣ周辺 
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１.３.２  終点部（首都高速神奈川１号横羽線） 

出典：平成 28年度 Ｈ２８東京南西部概略計画検討業務 
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出典：平成28年度 Ｈ２８東京南西部概略計画検討業務 
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出典：平成28年度 Ｈ２８東京南西部概略計画検討業務 
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出典：平成28年度 Ｈ２８東京南西部概略計画検討業務 
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 最小曲線半径と曲線部の片勾配

ランプの曲線部における車線の中心線の曲線半径は、当該ランプの設計速度に応じ、次表の曲線半径

の欄に掲げる標準の場合の値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他特別な理由によりやむ

を得ない場合においては、特別な場合の値まで縮小することができる。なお、特別な場合の値を適用す

る場合には、当該インターチェンジの存する地域の積雪寒冷の度に応じ各々定めた値以上を用いるもの

とする。

表 4.6 最小曲線半径 

積雪寒冷の度が
はなはだしい地域

その他の地域

80 280 280 250 230

60 140 130 120 110

50 90 80 70 70

40 50 45 40 40

35 40 35 30 30

30 30 25 25 20

25 20 20 15 15

設計速度
（km/h）

最小曲線半径（ｍ）

標準の場合

特別な場合

積雪寒冷地域

その他の地域

 ランプ曲線部には、積雪寒冷の度に応じ、下表の最大片勾配の欄に掲げる値以下で適切な片勾配を

付するものとする。 

表 4.7 最大片勾配
最大片勾配

積雪寒冷の度がはなはだしい地域 6

その他の地域 8

10

積雪寒冷地域

そ の 他 の 地 域

インターチェンジの存する地域

出典：「道路構造令の解説と運用」(P.571) 
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 片勾配のすりつけ及び制動停止視距

片勾配および拡幅のすりつけは、「道路構造令の解説と運用 Ⅲ.第３章」において定める規定およびそ

の主旨を準用して行うものとする。 

ランプの視距の最小値は、当該ランプの設計速度に応じ、それぞれ次表のとおりとする。 

表 4.11 片勾配のすりつけ及び制動停止視距 

設計速度 （km/h） 80 60 50 40 35 30 25

視 距（ｍ） 110 75 55 40 35 30 25

出典：「道路構造令の解説と運用」(P.574)

 縦断勾配及び縦断曲線

ランプの最急縦断勾配は、上級側本線の道路区分および当該ランプの設計速度に応じ、次表のとおり

とする。

表 4.12 最急縦断勾配 

規定値 特例値 規定値 特例値

80 4.0 6.0 － －

60 5.0 7.0 6.0 8.0

50 5.5 7.5 7.0 9.0

40 6.0 8.0 8.0 10.0

35 6.5 8.5 8.5 10.0

30 7.0 9.0 9.0 10.0

25 7.5 9.5 9.5 10.0

設計速度
（ｋｍ/ｈ）

最急縦断勾配（％）

第 1 種 第2種・第3種・第4種

出典：「道路構造令の解説と運用」(P.575) 

縦断勾配が変移する個所には、縦断曲線を設けるものとし、その曲線半径はランプの設計速度に応じ、次表の値

以上とする。 

表 4.13 縦断曲線
設計速度 （ｋｍ/ｈ） 80 60 50 40 35 30 25

凸型縦断曲線半径（ｍ） 3,000 1,400 800 450 350 250 200

凹型縦断曲線半径（ｍ） 2,000 1,000 700 450 350 250 200

最小縦断曲線長 （ｍ） 70 50 40 35 30 25 15

出典：「道路構造令の解説と運用」(P.575) 

 合成勾配

ランプの最大合成勾配は、当該ランプの設計速度に応じ、次表のとおりとする。

表 4.14 合成勾配 

設計速度（ｋｍ/ｈ） 80 60 50 40 35 30 25

最大合成勾配 （％） 11.0 11.0 11.5 11.5 12.0 12.0 12.0

出典：「道路構造令の解説と運用」(P.575)
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１.５ 終点部の形状検討案 

１.５.１  計画確認 
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１.５.２  検討案① 

 案概要 
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 案の課題 
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１.５.３  検討案② 

 案概要 
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 案の課題 
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１.５.４  検討案の整理 
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２ 終点部（首都高速神奈川１号横羽線）検討 

２.１ 検討条件整理 

検討に先立ち以下の資料を確認した。 
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２.２.２  設置位置比較 
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